
1 

 

築上町住民異動受付支援システム整備事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

  

１ 目的  

近年、戸籍住民基本台帳事務における窓口業務は複雑化、多様化しており、従事する職員

一人当たりの事務量が増加している。このような状況の中、良質な公共サービスの提供のため、

ＩＣＴを活用した業務改革が求められており、予算、職員、施設等の限りある資源を効果的かつ

効率的に活用するための業務改革が喫緊の政策課題となっている。また、新型コロナウイルス

感染症対策において、来庁時間の短縮など、業務改善が求められている。 

本町においても、行政サービスの質を保つために、更なる対策が必要な状況となっているこ

とから本調達を行い、窓口における提出書類の記載等を省略し、手続きの効率化を図ることに

より、書かせない窓口の実現や待ち時間の短縮を目指すなど、住民サービスの向上を図ること

を目的とする。 

 

２ 業務の概要  

（１）業務名称 

築上町住民異動受付支援システム整備事業業務委託 

（２）業務内容  

別紙「築上町住民異動受付支援システム整備事業業務委託仕様書」のとおり  

（３）履行期間  

契約締結日から令和３年１１月３０日（火）まで  

  

３ 経費 （構築経費・運用経費） 

住民異動受付支援システム整備事業に係る構築経費を提案すること 

（１）住民異動受付支援システム整備事業に係る構築経費上限額： 

１８，４８０，０００円（消費税及び地方消費税含む。）  

 

（２）クラウド利用料、ハードウェア保守費に係る運用経費を提案すること 

クラウド利用料、ハードウェア保守費については別契約とするが、仕様書の台数を

基に、見積書を提案すること。クラウド利用期間、保守期間は５年間とし、月額経費

を積算すること。  

参考：クラウド利用料、ハードウェア保守料上限額（５年分）  

８，２５０，０００円(消費税及び地方消費税含む。） 

  

４ 参加資格  
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 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 ただし、

参加者が資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。  

（２）参加意向申出書の提出日から契約締結までの間において、築上町入札参加資格者に

係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。  

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更正手続開始の申立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続の申立てをした者でないこと。

ただし、更正手続き開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定（確定したもの

に限る。）を受けた者を除く。  

（４）他の地方公共団体又は国から入札参加資格者に係る指名停止措置を受けていないこ

と。 

（５）提案するシステムが、当町の人口規模若しくは同等規模以上の自治体での稼働

実績があること。【様式４（ア）】 

（６）当町の人口規模若しくは同等以上の自治体で、業務システム（住民記録システ

ム、戸籍システム）導入実績を２００自治体以上、有していること。【様式４

（イ）】 

（７） 業務の流れを可視化してＢＰＲ（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）を実

施する必要があるため、戸籍住民窓口業務の業務分析が可能であること。【様式４

ウ）】 

（８） 提案システムについては、提案者が自社開発したシステムであること。 

（９） 「築上町住民異動受付支援システム整備事業業務委託仕様書」の内容を満たしてい 

   ること。 

（１０） 国税及び地方税において、未納がないこと。（証明書を提出すること。） 

（１１） 築上町暴力排除条例（平成２２年条例第１号）第２条に規定する暴力団又は 

   暴力団員等でないこと。 

 

※ 上記（５）～（７）の導入実績については、別紙「業務実績書（様式第４号））

を提出すること。なお、実績については、提案書提出日時点の実績とする。  

   

５ 質問及びそれに対する回答  

  質問がある場合は、次のとおり提出すること。  

（１）質問の提出方法  

ア 提出書類  内容質問書（様式第２号）  

イ 提出方法  電子メール（受付期限内必着）  

ウ 受付期限  令和３年１月２０日（水）午後５時まで    
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エ 提 出 先  築上町住民生活課住民係  

電子メール jyuumin@town.chikujo.lg.jp  

※ メール送信後は、電話連絡すること。 

 

（２）質問に関する回答方法  

質問に対する回答を集約し、質問者名をふせて、令和３年２月１日（月）までの間、築

上町ウェブサイトに掲載する。ただし、簡易な質問等については、電子メール等により個

別に回答する。  

  

６ プロポーザル参加意向申出書の提出  

  本プロポーザルへの参加を希望する者は、下記のとおり提出すること。  

（１） 提出書類：参加意向申出書（様式第１号） 

（２） 提出方法：持参又は郵送（提出期限内必着）  

※ 郵送の場合は、記録が残る方法とする。持参の場合は、閉庁日を除く、午前８

時３０分から午後５時までに提出すること。  

（３）提出期限：令和３年２月３日（水）午後５時まで  

（４）提 出 先：築上町住民生活課住民係 

〒８２９－０３９２  福岡県築上郡築上町大字椎田８９１番地２ 

  

７ 提案書等の提出  

（１）提出書類  

ア プロポーザル提案書等提出文書（様式第３号）     

イ 業務実績書（様式第４号）  

※ ４ 参加資格（５）～（７）に該当する実績を示すこと。 

ウ 提案書（任意様式） 

住民異動受付支援システム整備事業業務委託仕様書の目的を考慮し、次の提案書記載

要領の順に提案書を作成すること。 

 

＜ 提案書記載要領 ＞ 

① 会社概要・貴社の概要について、記載すること。 

・ システムに対する品質管理や情報セキュリティに関する貴社の対応状況、シ

ステムに関する認証取得状況について記載すること。 

  ※資格情報について 

プライバシーマーク、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ２７００１、ＩＳＯ１４０

０１等、認定証の写しを添付すること。 
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・ 貴社の開発体制、サポート体制について記載すること。  

 

② 導入実績  次のことについて、「様式第４号」に記載すること。 

（ア）本提案システムの稼働実績 

（イ）戸籍システム・住民記録システムの導入実績 

（ウ）戸籍住民窓口業務の業務分析に係る実績及び戸籍住民窓口業務の業務委

託事業に係る実績 

※ 提案書提出日時点の実績を挙げること。 

※ 実証実験は含まない。 

※ グループ会社としての実績は含まない。 

※ 契約実績はあっても、稼働実績がない場合は記載しないこと。 

 

③ システムの基本的な考え方 

 システムの基本的な考え方やや基本構成について記載すること。 

 

④ 運用性、操作性、効率性 

システムパッケージ機能の概要及び住民異動（転入届時の届書作成から補完

まで）の機能について記載すること。 

 

⑤ セキュリティシステムの基本的な考え方 

システム及びデータセンターのセキュリティ対策方法について記載するこ

と。  

 

⑥ 将来性 

今回、提案するシステムの将来性について記載すること（本調達の範囲外

で、拡張できるものなど）。 

  

⑦ 構築体制スケジュール 

想定する全体スケジュールを記載すること。 

 

⑧ 保守体制 

運用・保守体制、貴社と当町の役割分担、サポートの特徴などを記載するこ

と。  
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エ 見積書（任意様式）    

 構築経費と運用経費（６０カ月）を提示すること。 

   ※ 宛名は「築上町長 新川 久三」とする。 

 

オ 業務実施体制（様式第５号） 

 開発体制、サポート体制について記載すること。  

 

８ 提案書作成時の留意点  

（１） 提案書は、上記の内容を項目別にそれぞれまとめること。  

（２） 提案書の形態は、Ａ４版横書、本文両面印刷、左綴じを原則とし、４０ページ程

度とすること。部分的にＡ３版を使用する場合は、片袖折にして綴じ込むこと。

その場合は、片面を１ページとカウントする。  

（３） 会社概要書（任意様式） ※既存のパンフレット等で可 

（４） 提出方法：持参又は郵送（提出期限内必着） 

         ※ 郵送の場合は、送付記録が残る方法とする。 

持参の場合は、閉庁日を除く、午前８時３０分から午後５時までに提出する

こと。  

（５） 提出期限：令和３年２月１０日（水）午後５時まで  

      プロポーザル参加意向申出書を提出しても、提出期限までに提出がない場合は、

提出を辞退したものとみなす。  

（７） 提出先：築上町住民生活課住民係 

〒８２９－０３９２  福岡県築上郡築上町大字椎田８９１番地２ 

（８） 提出部数：正本１部、副本５部 

  

９ 審査の実施  

（１） 評価委員会  

築上町住民異動受付支援システム整備事業業務委託に係るプロポーザル審査委員

会（以下「審査委員会」という。）が、提案書類とプレゼンテーション及びヒアリン

グにより提案内容を別紙「住民異動受付支援システム整備事業業務委託提案書評価

基準」に基づき評価し、評価結果に対する審査委員会の審査を経て、受託候補者を

選定する。  

  審査委員会は、委託料の総額の範囲内で、かつ、平均６０点以上の評価を得た者

のうち、合計点が最も高い提案書を受託候補者として選定する。複数の場合は、各
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審査委員の最高評価点を獲得した数が多い提案者とし、この場合においても同数と

なった場合には、同数の提案者の中から多数決により選定する。  

 

（２） 審議結果  

選定結果は、提案者全員に文書により通知するとともに、築上町ウェブサイトに

おいて公表する。  

  

１０ 契約の締結  

   選定された受託候補者と具体的な業務内容及び契約条件について協議し、合意の上、随

意契約の方法により契約を締結する。  

   ただし、契約締結に係る協議が不調に終わったときや、本業務を委託することが著しく

不適当と認められる事態が生じたときは、契約を締結しない。この場合において、本業務

の受託準備のために要した費用は補償しない。  

   なお、上記の場合、町は受託候補者の次点者と交渉を行うことがある。  

   

１１ 失格事項  

  次のいずれかに該当した場合は、失格とする。  

（１） 本要領に定める手続きを遵守しない場合  

（２） 提出書類が仕様書等に示された条件に適合しない場合  

（３） 提出書類に虚偽の記載があった場合  

（４） 選定結果に影響を与えるような不正行為を行った場合  

（５） その他、社会通念に照らし失格にあたる事由があると認められる場合  

  

１２ その他留意事項  

（１） 提案者は、複数の提案をすることはできない。  

（２） 提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。  

（３） 提案者は、参加意向申出書の提出をもって、実施要領等の記載内容及び条件を承

諾したものとみなす。  

（４） 提出書類は返却しない。  

（５） 提出期限以後の書類の提出、再提出、記載内容の修正及び変更は認めない。  

（６） 提出書類は、本プロポーザルのみに使用し、目的外には使用しない。  

（７） 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、築上町情報公開条例に基づ

き提出書類を公開する場合がある。  

（８） 提案者が１者の場合でも、本プロポーザルを実施する。  
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（９） プレゼンテーションを実施する際は、状況に応じてビデオ通話を用いて実施する

場合もある。 

  

１３ 選定スケジュール  

  募集要領等の公表・・・・・・１月１２日（火）    

質問の受付期限・・・・・・・１月２０日（水）    

質問に対する回答期限・・・・１月２７日（水）    

参加意向申出書提出期間・・・２月 ３日（水）    

提案書等の受付期限・・・・・２月１０日（水）   

プレゼンテーション・・・・・２月下旬  ※日程等詳細は決定次第、通知する。   

審査委員会・・・・・・・・・２月下旬   

審査結果通知・・・・・・・・３月上旬  

  

１４ 問合わせ先  

  築上町住民生活課住民係  

   〒８２９－０３９２ 福岡県築上郡築上町大字椎田８９１番地２ 

電話番号   ０９３０－５６－０３００ 

ファクシミリ ０９３０－５６－１４０５  

電子メール  jyuumin@town.chikujo.lg.jp  


